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(57)【要約】
【課題】外部導体の接地を確保しつつ、部品を削減する
ことのできるケーブル取付方法を提供する。
【解決手段】このケーブル取付方法は、同軸ケーブルの
先端部から内部導体及び外部導体を露出させる露出工程
と、貫通孔内に挿入されると貫通孔の基端部に係止され
位置決めする位置決め部を、外部導体の少なくとも一部
が覆われないように、同軸ケーブルの先端部に取り付け
る位置決め部取付工程と、位置決め部取付工程の後に、
同軸ケーブルの基端部をコネクタカバーの先端部から貫
通孔に挿入する挿入工程と、挿入工程の後に、位置決め
部が貫通孔の段部に係止されるように、コネクタカバー
と同軸ケーブルとの位置決めを行うことで、貫通孔の基
端部の内周面と、同軸ケーブルの外部導体とを対向配置
する位置決め工程と、コネクタカバーの基端部をかしめ
ることでコネクタカバーと外部導体との接触を固定する
かしめ工程とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部から基端部にかけて貫通した貫通孔を有し、前記貫通孔における基端部の内径が
同軸ケーブルの外径と略同径であり、なおかつ前記貫通孔における先端部の内径が前記同
軸ケーブルの外径よりも大きい径であるコネクタカバーに対して前記同軸ケーブルを取り
付けるケーブル取付方法であって、
　前記同軸ケーブルの先端部から内部導体及び外部導体を露出させる露出工程と、
　前記貫通孔内に挿入されると前記貫通孔の基端部に係止され位置決めする位置決め部を
、前記露出工程で露出した前記外部導体の少なくとも一部が覆われないように、前記同軸
ケーブルの先端部に取り付ける位置決め部取付工程と、
　前記位置決め部取付工程の後に、前記同軸ケーブルの基端部を前記コネクタカバーの先
端部から前記貫通孔に挿入する挿入工程と、
　前記挿入工程の後に、前記位置決め部が前記貫通孔の段部に係止されるように、前記コ
ネクタカバーと前記同軸ケーブルとの位置決めを行うことで、前記貫通孔の基端部の内周
面と、前記同軸ケーブルの外部導体とを対向配置する位置決め工程と、
　前記コネクタカバーの基端部をかしめることで前記コネクタカバーと前記外部導体との
接触を固定するかしめ工程とを有することを特徴とするケーブル取付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブル取付方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器との接続を容易にすべく、図９に示すように、同軸ケーブル１００の先
端部には、導電性のコネクタカバー２００が接続されている。同軸ケーブル１００とコネ
クタカバー２００との接続部分について詳細に説明する。図１０は、同軸ケーブル１００
及びコネクタカバー２００の取付構造を示す斜視図である。図１０に示すように同軸ケー
ブル１００の内部導体１０１に対しては中心ピン１０２が取り付けられている。また、同
軸ケーブル１００の先端部には、内部導体１０１及び中心ピン１０２を保持する保持部材
１０３が取り付けられている。保持部材１０３の基端側には、同軸ケーブル１００とコネ
クタカバー２００との隙間を埋めるスペーサー１０４が設けられている。スペーサー１０
４は、同軸ケーブル１００に取り付けられていて、その先端部は同軸ケーブル１００の外
部導体１０５が折り返されて被覆されている。これにより、外部導体１０５とコネクタカ
バー２００とが電気的に接続され、外部導体１０５がコネクタカバー２００を介して接地
されることになる。
　一方、コネクタカバー２００の内部には、保持部材１０３と係合し中心ピン１０２の位
置決めを行う突部２０１が内側に向けて突出している。このため、コネクタカバー２００
に対して同軸ケーブル１００を取り付ける際には、電子機器と接続される端子部側の先端
部２０２からではなく、基端部２０３から挿入されることになる（矢印Ｙ１）。そして、
挿入後においては、基端部２０３をかしめることで同軸ケーブル１００とコネクタカバー
２００とが固定される。
【０００３】
　また、コネクタカバー２００と外部導体１０５とを接触させる接地法以外にも、例えば
特許文献１に示すように、コネクタカバーとは別体のアース端子部と外部導体とを接触さ
せて接地する手法も知られている。この場合、同軸ケーブルに取り付けられた絶縁スリー
ブがカバーに嵌合することよって、アース端子部と外部導体との接触を維持しつつも、カ
バーに対して同軸ケーブルを強固に固定している。
【特許文献１】実開平５－８１９７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、上記した取付方法では、いずれの場合においても外部導体の接地を確実にす
べく、スペーサー１０４や絶縁スリーブなどが用いられている。これらを省略しても確実
に接地できるのであれば、部品コスト及び組み立てコストを抑制するうえで有効である。
　本発明の課題は、外部導体の接地を確保しつつ、部品を削減することのできるケーブル
取付方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、
　先端部から基端部にかけて貫通した貫通孔を有し、前記貫通孔における基端部の内径が
同軸ケーブルの外径と略同径であり、なおかつ前記貫通孔における先端部の内径が前記同
軸ケーブルの外径よりも大きい径であるコネクタカバーに対して前記同軸ケーブルを取り
付けるケーブル取付方法であって、
　前記同軸ケーブルの先端部から内部導体及び外部導体を露出させる露出工程と、
　前記貫通孔内に挿入されると前記貫通孔の基端部に係止され位置決めする位置決め部を
、前記露出工程で露出した前記外部導体の少なくとも一部が覆われないように、前記同軸
ケーブルの先端部に取り付ける位置決め部取付工程と、
　前記位置決め部取付工程の後に、前記同軸ケーブルの基端部を前記コネクタカバーの先
端部から前記貫通孔に挿入する挿入工程と、
　前記挿入工程の後に、前記位置決め部が前記貫通孔の段部に係止されるように、前記コ
ネクタカバーと前記同軸ケーブルとの位置決めを行うことで、前記貫通孔の基端部の内周
面と、前記同軸ケーブルの外部導体とを対向配置する位置決め工程と、
　前記コネクタカバーの基端部をかしめることで前記コネクタカバーと前記外部導体との
接触を固定するかしめ工程とを有することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、コネクタカバーの貫通孔における基端部の内径が、同軸ケーブルの外
径と略同径であるので、貫通孔内に同軸ケーブルを挿入すると、貫通孔の基端部内に外部
導体を配置することが可能となる。そして、同軸ケーブルの位置決めを行うと、コネクタ
カバーの基端部の内周面と、同軸ケーブルの外部導体とが接触可能に対向配置される。そ
の後、コネクタカバーの基端部をかしめることでコネクタカバーと外部導体との接触が固
定される。このように、外部導体の接地を固定する部材を用いなくとも、外部導体の接地
を確保することができる。
【０００７】
　また、同軸ケーブルがコネクタカバーの先端部から貫通孔に挿入されているので、その
後においては位置決め部が貫通孔の基端部に接触し係止される。これにより、コネクタカ
バーの基端部側から同軸ケーブルが抜けてしまうことを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本実施形態に係るケーブル取付方法について図面を参照し説明する。まず、同軸
ケーブルが取り付けられたコネクタカバーの取付構造について説明する。なお、以下の説
明において、図における右側を先端側とし、左側を基端側として説明する。
【０００９】
　図１は同軸ケーブル及びコネクタカバーの取付構造を示す説明図である。図１に示すよ
うに、同軸ケーブル２は、先端から順に内部導体２１、絶縁体２２及び外部導体２３が外
部被覆２４から露出している。内部導体２１の先端部には、導体からなる中心ピン３が取
り付けられている。また同軸ケーブル２の先端部には、外部導体２３の少なくとも一部が
覆われないように、内部導体２１及び絶縁体２２を覆う絶縁性の位置決め部４が取り付け
られている。
【００１０】
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　位置決め部４は、略円柱状の外形を有しており、その外径は同軸ケーブル２の外径より
も僅かに大きく設定されている。また、位置決め部４には、同軸ケーブル２の内部導体２
１及び中心ピン３に係合する係合部４１と、係合部４１よりも基端部側で隙間を空けて絶
縁体２２を覆う被覆部４２とが設けられている。
【００１１】
　コネクタカバー５は例えば金属等の導電性材料により形成されている。コネクタカバー
５には、先端部から基端部にかけて貫通した貫通孔５１が形成されている。貫通孔５１に
おける基端部５２の内径は同軸ケーブル２の外径と略同径に設定されている。この貫通孔
５１の基端部５２内部には、同軸ケーブル２の外部導体２３が配置されている。ここで、
コネクタカバー５の基端部５２には、外部からプレスされたかしめ部５３ａが設けられて
おり、このかしめ部５３ａによりコネクタカバー５と外部導体２３との接触が固定されて
いる。
【００１２】
　貫通孔５１における先端部５５の内径は位置決め部４の外径よりも大きい径に設定され
ている。この貫通孔５１の先端部５５内部には、中心ピン３が配置されている。
　貫通孔５１における中間部５４の内径は位置決め部４の外径と略同径に設定されている
。貫通孔５１の中間部５４内部には、位置決め部４が配置されている。位置決め部４は、
貫通孔５１の中間部５４内に挿入されると、被覆部４２の端部が貫通孔５１の基端部５２
と中間部５４との境界に形成されている段部５６に接触し係止される。これによって、コ
ネクタカバー５と同軸ケーブル２との位置決めが行われる。また、コネクタカバー５の中
間部５４には、外部からプレスされたかしめ部５３ｂが設けられており、このかしめ部５
３ｂによりコネクタカバー５と位置決め部４とが固定されている。
【００１３】
　次に、ケーブル取付方法について説明する。
　まず、図２，３に示すように、同軸ケーブル２の先端部から内部導体２１、絶縁体２２
及び外部導体２３を露出させてから（露出工程）、内部導体２１に中心ピン３を半田付け
して取り付ける。ここで、各部の露出長さは、上記した貫通孔５１との位置関係が確保さ
れる長さに設定されている。
【００１４】
　次いで、図４，５に示すように同軸ケーブル２の先端部に、外部導体２３の少なくとも
一部が露出するように位置決め部４を取り付ける（位置決め部取付工程）。位置決め部４
は取り付け前においては径方向に二つに分割されていて、これらで同軸ケーブル２の内部
導体２１及び中心ピン３を挟んで組み付けることで、位置決め部４の取り付けが完了する
。
【００１５】
　位置決め部取付工程の後には、図６に示すように同軸ケーブル２の基端部を、コネクタ
カバー５の先端部から貫通孔５１に挿入する（挿入工程）。
【００１６】
　挿入工程の後には、図７に示すように、位置決め部４の被覆部４２の端部が、貫通孔５
１の基端部５２と中間部５４との境界に形成されている段部５６に接触し係止されるまで
、同軸ケーブル２をコネクタカバー５の基端部５２から引き出す。この引き出しによって
、位置決め部４が貫通孔５１の中間部５４内に挿入されると、貫通孔５１の基端部５２と
中間部５４との境界に形成されている段部５６に接触し係止される。これでコネクタカバ
ー５と同軸ケーブル２とが位置決めされ、貫通孔５１の基端部５２の内周面と、同軸ケー
ブル２の外部導体２３とが対向配置される（位置決め工程：図１参照）。
【００１７】
　その後、図８に示すように、コネクタカバー５の基端部５２と、中間部５４とをそれぞ
れ外部からプレスし、かしめることで、かしめ部５３ａ，５３ｂを形成する（かしめ工程
）。これにより、コネクタカバー５に対して、位置決め部４と外部導体２３とがそれぞれ
接触し、その状態が固定される。
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　以上のように、コネクタカバー５の貫通孔５１における基端部５２の内径が、同軸ケー
ブル２の外径と略同径であるので、貫通孔５１内に同軸ケーブル２を挿入すると、貫通孔
５１の基端部５２内に外部導体２３を配置することが可能となる。そして、同軸ケーブル
２の位置決めを行うと、貫通孔５１の基端部５２の内周面と、同軸ケーブル２の外部導体
２３とが接触可能に対向配置される。その後、コネクタカバー５の基端部をかしめること
でコネクタカバー５と外部導体２３との接触が固定される。このように、外部導体２３の
接地を固定する部材を用いなくとも、外部導体２３の接地を確保することができる。
　また、同軸ケーブル２がコネクタカバー５の先端部５５から貫通孔５１に挿入されてい
るので、その後においては位置決め部４が、貫通孔５１の基端部５２と中間部５４との境
界に形成されている段部５６に接触し係止される。これにより、コネクタカバー５の基端
部５２側から同軸ケーブル２が抜けてしまうことを防止することができる。
　なお、本発明は上記実施形態に限らず適宜変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態における同軸ケーブル及びコネクタカバーの取付構造を示す説明図で
ある。
【図２】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図３】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図４】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図５】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図６】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図７】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図８】本実施形態におけるケーブル取付方法の一工程を示す説明図である。
【図９】従来の同軸ケーブル及びコネクタカバーの取付構造を示す斜視図である。
【図１０】従来の同軸ケーブル及びコネクタカバーの取付構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　　　２　　　同軸ケーブル
　　　３　　　中心ピン
　　　４　　　位置決め部
　　　５　　　コネクタカバー
　　２１　　　内部導体
　　２２　　　絶縁体
　　２３　　　外部導体
　　２４　　　外部被覆
　　４１　　　係合部
　　４２　　　被覆部
　　５１　　　貫通孔
　　５２　　　基端部
　　５３ａ　　かしめ部
　　５３ｂ　　かしめ部
　　５４　　　中間部
　　５５　　　基端部
　　５６　　　段部
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